
 

 

                       令和５年８月７日 

 

長野地方最低賃金審議会 

   会長  倉﨑 哲矢 殿 

 

長野地方最低賃金審議会 

長野県最低賃金専門部会 

部会長 倉﨑 哲矢 

 

長野県最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、令和５年７月３日、長野地方最低賃金審議会に付託された長

野県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、労使の意見

がまとまらず、別紙３の公益委員見解を基に別紙１のとおりの結論に達したの

で報告する。 

また、別紙２のとおり令和５年７月28日付け中央最低賃金審議会の「令和５

年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新の

データにより比較したところ、令和４年10月１日発効の長野県最低賃金（時間

額908円）は令和３年度の長野県の生活保護水準を下回っていなかったことを

申し添える。 

さらに、当専門部会の総意として、別紙４のとおり、政府に対して、強く要

望する。 

なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 

 

記 

   公益代表委員      倉 﨑 哲 矢 

               沼 尾 史 久 

               山 本 恭 子 

   労働者代表委員     櫻 井 由紀夫 

竹 村   進 

山 口 正 巳 

   使用者代表委員     井 出 康 弘 

               犛 山 典 生 

中 村 正 人 
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別紙１ 

 

長野県最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   長野県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間948円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   法定どおりとする 

 



 

別紙２ 

 

長野県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

（１）件   名  長野県最低賃金 

（２）最低賃金額  時間額 908円 

（３）発 効 日  令和４年10月１日 

 

２ 生活保護水準 

（１） 比較対象者 

18～19歳・単身世帯者 

（２）対象年度 

令和３年度 

（３）生活保護水準（令和３年度） 

生活扶助基準(第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費)の長野県内人口

加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（94,785円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

   上記１の（２）に掲げる金額の１箇月換算額（注）と上記２の（３）に

掲げる金額とを比較すると長野県最低賃金が下回っているとは認められな

かった。 

（注）１箇月換算額 

   908円（長野県最低賃金）×173．8（一箇月平均法定労働時間数） 

×0．816（可処分所得の総所得に対する比率）＝128，773円 

   

 

 

 



 

別紙３ 

 

 

令和５年８月７日 

 

 

長野県最低賃金の改正決定に関する公益委員見解 

 

長野県最低賃金専門部会は、長野地方最低賃金審議会に付託された長野県最

低賃金の改正決定について、県下の経済・雇用・労働者の生活への影響、中小

企業・小規模事業者が置かれている状況、最低賃金法の目的、県下の経済雇用

状況、賃金実態調査等を十分考慮するとともに、「新しい資本主義のグランド

デザイン及び実行計画2023改訂版」及び「経済財政運営と改革の基本方針 20

23」に配意した調査審議が求められたことについても特段の配慮をした上で、

労使の意見、諸般の事情を総合的に勘案して審議してきたところである。 

しかしながら、当専門部会において、慎重に審議を重ねたが労使の意見がま

とまらず、遺憾ながら結論を見いだせなかった。 

このため、令和５年度長野県最低賃金の改正決定について、令和５年７月28

日に中央最低賃金審議会から答申された令和５年度地域別最低賃金額改定の目

安を十分参酌することに加え、前述の事情を総合的に勘案し、当専門部会の公

益委員による見解を下記のとおり取りまとめた。 

なお、公益委員としては、労使双方とも公益委員見解を尊重し、全会一致で

の結審を期待する。 

 

記 

 

１ 最低賃金額については、時間額を40円引き上げて948円とする。 

２ 適用使用者及び適用労働者の範囲並びに除外賃金は現行どおりとする。 

３ 発効日は、法定どおりとする。 

４ 当専門部会として、別紙のとおり、政府に対して、強く要望する。 

 

 

 



 

別紙 

 

長野県最低賃金専門部会の政府に対する要望について 

 

１ 今年度の改正額は、特に中小企業・小規模事業者にとっては、原材料価 

格やエネルギー価格等が上昇する中、特にエネルギーコストや労務費コス 

トの価格転嫁が十分でないといった企業経営を取り巻く環境を踏まえれば、 

賃金支払能力の点で厳しいものであり、継続的に賃上げしやすい環境整備 

の必要性が不可欠であるとともに、生産性向上を図るとともに、官公需に 

おける対応や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取 

組を継続的に実施するよう強く要望する。 

 

 ２ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等 

  を受給し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支 

援の一層の強化を求めるとともに、特に業務改善助成金については、対象 

となる事業場を拡大するとともに、最低賃金引上げの影響を強く受ける小 

規模事業者が活用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援の拡充を 

を強く要望する。 

 加えて、中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や 

補助金等における賃上げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構築補助 

金等を通じた生産性向上等への支援の一層の強化とともに、赤字法人にお 

いても賃上げを促進するため、課題を整理した上で、税制を含めて更なる 

施策を検討し、施策のより一層の活用と周知の徹底を強く要望する。 

 

 ３ 価格転嫁対策については、中小企業・小規模事業者が賃上げ原資を確保 

できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁 

に向けた取組の強化を強く要望する。 

 

 

 

 

 

 



 

別紙４ 

 

長野県最低賃金専門部会総意の政府に対する要望について 

 

１ 今年度の改正額は、原材料価格やエネルギー価格等が上昇する中、特にエ

ネルギーコストや労務費コストの価格転嫁が十分でないといった企業経営を

取り巻く環境を踏まえれば、特に中小企業・小規模事業者にとっては賃金支

払能力の点で厳しいものであると言わざるを得ない。中小企業・小規模事業

者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性は公労使共通の認識であり、

特にこれらに配意しつつ、生産性向上を図るとともに、官公需における対応

や、価格転嫁対策を徹底し、賃上げの原資の確保につなげる取組を継続的に

実施するよう強く要望する。 

 

２ 生産性向上の支援については、可能な限り多くの企業が各種の助成金等 

を受給し、賃上げを実現できるように、政府の掲げる生産性向上等への支援

の一層の強化を求める。特に業務改善助成金については、対象となる事業場

を拡大するとともに、最低賃金引上げの影響を強く受ける小規模事業者が活

用しやすくなるよう、より一層の実効性ある支援の拡充を強く要望する。 

  さらに、中小企業・小規模事業者において業務改善助成金の活用を推進す

るための周知等の徹底を要望する。加えて、中小企業・小規模事業者の賃上

げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業の優遇、ものづ

くり補助金、事業再構築補助金等を通じた生産性向上等への支援の一層の強

化に取り組むことが必要である。その際、赤字法人においても賃上げを促進

するため、課題を整理した上で、税制を含めて更なる施策を検討することも

必要である。さらに、中小企業・小規模事業者がこれらの施策を一層活用で

きるよう、周知等の徹底を要望する。 

 

３ 価格転嫁対策については、これまでに講じてきた各種施策に基づき、中小

企業・小規模事業者が賃上げ原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エ

ネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた取組の強化を要望する。 

 

４ 長野県の主要産業の一つである観光業、宿泊業、飲食業及びそれらに関連

する旅客運送業に対するより一層の実効性ある支援の拡大・拡充を要望する。 



 

５ 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金

額改定によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じる

ことがないよう、発注時における特段の配慮を要望する。 

 

６ 各要望した事項について政府として対応した結果を発表すること。 

 


